
中小企業・小規模事業者の皆様へ

１．派遣対象 県内に事業所を有する中小企業等

令和6年度経営力強化総合支援アドバイザー派遣事業（石川県）

企業の皆様の様々な経営課題の解決を支援する
専門家を派遣します！

✓ 原油・原材料価格の高騰で仕入れ値が上がっている中でも、収益を確保したい

✓ コロナの市場変化を踏まえ、経営計画を見直したい

✓ 新分野進出や、新商品開発をしたい

✓ ウェブの強化や、新規取引先を開拓したい

✓ 生産性向上による収益改善に取り組みたい
※ただし、ホームページの作成などの業務代行や、社員研修の講師などには、ご利用できません。

オンライン可

支援機関が、皆様の課題やニーズに応じて、適切な専門家の選定や最適な派遣回数の設定
など、専門家派遣事業全体をコーディネートしますので、まずは、日々の事業活動の悩みをご相談
ください！

《これまで県の専門家派遣事業を利用されたことがない企業の皆様へ》

資金繰りなど足下の対策から、早期の業績回復や将来の成長に向けた前向きな取組み

へのアドバイスまで、各分野の専門家が企業の状況に応じた適切な処方箋を提供します。

無料２．費用

企業の皆様の経営課題の対処ニーズに幅広く対応します。（以下一例）４．支援例

 石川県中小企業団体中央会 ＴＥＬ：０７６－２６７－７７１１

５．お問い合わせ先

令和6年４月～受付開始

マルチタスクで複数の経営課題に取り組む場合は、

複数の専門家の活用可
（例：中小企業診断士、Webデザイナー）

＜専門家派遣の実例＞

○ ホテル業が、敷地内の自然を活かしたグランピングへの進出を決定

○ エステ業が、外見変化に悩むがん患者向けに、新しい施術メニュー(ウィッグやカバーメイク等)の
 提供を決定

○ 機械機器製造業が、生産工程や計画の見える化の指導を受け、稼働率が向上

○ 食品製造業が、商品ごとの原価管理を明確化し、計画的な設備投資が可能に

３．派遣回数 ３回まで（以下の要件に該当する企業は回数制限なし）

＜いずれかの要件を満たせば、派遣回数制限なし＞
・再生支援のため派遣を受ける企業
・事業承継のため派遣を受ける企業
・令和6年能登半島地震により被災された事業者（被災証明書、被災届出証明書、罹災証明書などを提出が必要）


	スライド 1

